トラベルクリニックサポート事業委員会規定
（目的）
第1条 日本渡航医学会では、トラベルメデイスンを日本国内に普及させることを目標の一つに掲げている。この目標を達成するためには、いまだ我が国では数少ないトラベルクリニックを全国に普及させる必要があると考えられる。本委員会では、全国におけるトラベルクリニックの設立をサポートすることによりトラベルメデイスンを普及させることを目的とする。
（構成）
第2条 委員会は委員長および委員をもって構成する。
（1） 委員長は日本渡航医学会理事長が指名する。
（2） 委員は委員長が指名する日本渡航医学会会員とする。
（開催）
第3条 委員会は年1回以上不定期に開催するものとする。
（業務）
第4条 委員会は以下の業務を行う。
（1） 相談窓口を設け、トラベルクリニック関連の相談に対応する。
（2） トラベルクリニックサポートの依頼があった場合、委員長に指名された委員が、立ち上げに必要な事項の説明、見学の受け入れ、および運営の指導などを行う。
（3） サポート事業の成果について定期的な報告を行う。
（事務局）
第5条 委員会の事務局はトラベルクリニックサポート事業委員会が行う。
（規定の変更）
第６条　規定の変更は本委員会において行う。
